
平成２６年国民生活基礎調査試験調査の概要（案） 

１ 調査対象の範囲（本調査に同じ） 
（１）地域的範囲 全国 
（２）属性的範囲 平成２２国勢調査区のうち後置番号１及び８ 
  
２ 報告を求める者 
  平成２２年国勢調査区のうち、平成２６年国民生活基礎調査が実施されない調査区から、地域、人口規模などを考慮  
 した１０都道府県５指定都市からそれぞれ、６～１８地区ずつ合計１５０地区（３パターン各５０地区）を無作為に抽出した 
 各地区の全ての世帯（主）及び世帯員 
  ※１地区＝約５０世帯、約１５０人  
  
３ 報告を求める事項 別添「調査票」参照。 
 
４ 調査方法  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   上記ルート中、以下２ルート型（３パターン）の方法により調査を実施し、回収率等を比較検証 
   ※コールセンターは全パターンを想定 
 
（１）調査ルート一元化型（７月実施、保健所のみを経由） 
 ①試験Ａ 郵送不可；（調査票形式、ルートなど以外は従来型）；調査員が配布・回収・審査（調査員密封回収可） 
 ②試験Ｂ 郵送可能；調査員が配布、原則調査員回収（調査員密封回収可）・回収困難時のみ郵送回収（無審査）  
（２）調査ルート従来型で実施（６月、７月実施、保健所及び福祉事務所を経由） 
 ③試験Ｃ 郵送可能；調査員が配布、原則調査員回収（調査員密封回収可）・回収困難時のみ郵送回収（無審査） 

 
７ 報告を求める期間 
（１）調査の周期；一回限り。 
（２）調査の実施期間及び調査票の提出期限；試験Ａ・Ｂ ７月１０日実施、８月中旬提出  
                             試験Ｃ    ６月５日・７月１０日実施、７・８月中旬提出  
  
８ 集計事項；集計分析を含め外部委託予定。   
  
９ 調査結果の公表の方法及び期日；平成２６年１１月以降、検討会における資料として公表予定。 
  

     

      
  

  

   

主な検証事項 

調査の概要 

 平成２８年大規模調査の企画にあたって、公的統計の整備に関する基本的な計画（平成２１年３月閣議決

定）における指摘事項である所得票及び貯蓄票の都道府県別表章が可能となる標本規模について、統計委

員会の諮問第４５号の答申（平成２５年１月２５日）を踏まえ、報告者、調査員及び地方公共団体等の負担軽

減及び調査コスト削減の観点から①調査事項の大幅な縮減、②郵送調査の導入、③調査時期の統一、④

コールセンターの導入等の有効性について検証するための基礎資料を得る。 

調査の目的 

調査方法 

○郵送調査導入の有効性 

○コールセンター導入の有効性 

○調査時期統一の有効性 

○調査ルート一元化の有効性 

その他 

○データチェック・集計関係業務の
外注化（集計関係のみ初外注） 
○関係各者の負担感の把握 

→報告者、調査員及び地方公共団
体へのアンケート実施  

☆調査票の回収率、調査事項の記入率・正確性 

☆本調査結果（平均所得額等）との乖離  など  

○新調査票様式（調査票・調査事
項削減）導入の有効性 
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